
川口商工会議所

～創業を目指す方、 創業５ 年未満の事業所対象～

今がお得！「 入会」 してもら おう

※詳細は、 裏面を ご覧く ださ い。

＊創業５ 年未満の方にも チャ ンス！ 入会いただく こ と で現金１ .５ 万円の交付対象と なり ます

創業前から の
※１  創業支援と は下記の創業支援パッ ケージのこ と を 指し ます

入会いただく と   現金３ 万円交付

さ らに

創業支援奨励金

鳩ヶ 谷商工会と の統合記念事業

川口商工会議所
経営支援課 TEL: 0 4 8 -2 2 8 -2 2 2 0 　 〒3 3 2 -8 5 2 2   川口市本町 4 -1 -8 川口センタ ービル 8 階

鳩ヶ 谷支部 TEL: 0 4 8 -2 8 1 -5 5 5 5 　 〒3 3 4 -0 0 0 2   川口市鳩ヶ 谷本町 2 -1 -1

お問い合わせ

創業支援※１  ＋創業

創業支援パッ ケージ

①創業塾の受講料を創業支援奨励金に上乗せ交付

      “チーム・ かわビズ”※2

②専門家による創業期の個別相談※3

法人設立、 税務相談、 社会保険加入など創業期の専門家の無料相談

委託希望者への士業専門団体を通じ た専門家紹介

③商圏分析による支援
商圏分析システム「 M ieN a」 を使っ たデータ の提供

④補助金活用の窓口相談※4

概要説明から 事業計画作成の支援と ブラ ッ シュ アッ プに

⑤H P「 プラっと D X 」 有料版/掲載料1 2ヶ月間 無料
＊こ ちら は入会後に使えるサービスと なり ます。【 加入日から 起算】

2
条 件

1
条 件

3 年間限定!R 6 年4 月～R9 年3 月

中小企業支援課 川口市川口３-１-１ 川口総合文化センター・リリア内



これから創業を目指す方　 　 対象期間中に創業支援パッケージを利用し 、創業・ 入会した場合

創 業 5 年 未 満 の 方　 　 対象期間中に入会した場合

＊個人事業で開業届を提出し ていない場合でも 、実質事業を開始し ている、または業務受託やフ リ ーラ ンスなどで確定申告を
　 し ている場合などは既に創業し ているも のと みなし ます。
＊申請・ 交付は年度ごと に受付し 、対象期間内であっ ても 予算の上限に達し 次第、受付を終了し ます。
＊申請は、１ 事業所１ 回のみと なり ます。

各年度と も ４ 月１ 日から 翌年３ 月末まで（ 令和６ ～8  年度の３ 年間限定）

■こ れから 創業を目指す方 →  創業支援パッ ケージ（ 表紙のメ ニュ ー）①～④のう ち１ つ以上を利用し 、

　 創業・ 入会し た場合（ パタ ーン１ ）、奨励金（ ３ 万円）を 申請でき ます。

■創 業 ５ 年 未 満 の 方 → 入会し た場合、奨励金（ 1 .5  万円）を 申請でき ます。

　 創業支援パッ ケージのご利用は任意です。（ パタ ーン ２・ ３ ）

※パタ ーン1・ 2  でパッ ケージ①創業塾の受講料をご負担し た場合、支援奨励金に受講料分を上乗せし ます。
※対象期間外の入会については、創業支援奨励金の交付対象外と なり ます。

ご利用いただけるサービス

※①創業塾は全４ 日コ ースを年間複数回開催予定。

　 　（ 各コ ース同内容/特定創業支援等事業の対象事業）

※⑤H P「 プラ っ と D X」は入会後のご利用 ( 会員限定サービス)  と なり ます。

※その他、創業支援パッ ケージの詳細については別途H P 等をご確認いただく かお問合せく ださ い。

※2  “チーム・ かわビズ”と は、川口商工会議所と 協定を締結した地域金融機関・ 士業専門団体と のワンストッ プサービスに

　 　よる地域連携推進事業です。

※3  融資での創業資金に係る窓口相談の場合は「 創業期の個別相談」の対象外と なります。

※4  補助金申請支援の窓口相談は、補助金の締切に合わせて専門家による相談体制を組んでいます。（ 予約制）

創業支援奨励金の申請の流れ

（ 例 1 ） 創業・ 入会 / 申請

（ 例 2 ） 創業 入会 / 申請

（ 例 3 ）  →  →
 → →

 →

創業 入会 / 申請

そ の 他

創業予定の方

創業5 年未満の方

①当所の
　 創業塾

②個別相談 ③商圏分析 ④補助金

　 窓口相談/申請

⑤H P作成支援
　 プラ っ と DX

○

○

○

○

○

○ ○

○/×※ 入会後
利用可

※補助金申請は、創業後と なり ます。

創業支援奨励金

創業・ 入会→３ 万円

入会→ 1 .5 万円

基本的な創業のパタ ーン

パタ ーン １ 創業塾受講

個別相談

→創　 業 →入　 会

パタ ーン２

パタ ーン３

創　 業→

創　 業→

創業塾受講

個別相談

入　 会→

→入　 会

創業塾受講

個別相談

創業支援奨励金

現金３ 万円 交付 現金１ .5 万円 交付

申請方法
所定の創業支援奨励金交付申請書兼請求書にてお申込みく ださ い。

（ 開業届または現在事項全部証明書をご提出いただき ます。）

5 月1 0 月 1 1 月 1 2 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 ・・・ 3 月 4 月

創業支援奨励金と 創業支援パッ ケージについて

創業塾受講

商圏分析

個別相談

令和 6 年度 令和 7 年度 令和８ 年度

対　 　 象

対象期間

利用手順

創業を 目指す方 創業後（ ～５ 年未満）の方

交付申請書QRコ ード


